
例第８条第１項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あ

らかじめ、次に」とあるのは「川崎市個人情報保護条例の一部を改正する条

例（平成３０年川崎市条例  号）の施行後遅滞なく、次に」と読み替えて

同項の規定を適用する。 

３ この条例の施行の際現に実施機関が行っている新条例第２条第５号に規定

する保有個人情報の保有に係る業務（新条例第８条第１項の規定による届出

に係る業務を除く。）であって、新条例第８条第３項第４号に規定する保有

個人情報の内容に要配慮個人情報を含むものについては、同項中「を開始し

ようとするときは、あらかじめ」とあるのは「について、川崎市個人情報保

護条例の一部を改正する条例（平成３０年川崎市条例  号）の施行後遅滞

なく」と読み替えて同項の規定を適用する。 

（川崎市情報公開条例の一部改正） 

４ 川崎市情報公開条例（平成１３年川崎市条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

第２６条第１項中「第２条第３号」を「第２条第５号」に改める。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、個人情

報の定義を明確化すること、要配慮個人情報の保有を制限すること等のため、

この条例を制定するものである。 

 

議案第１５８号 

 

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について 

 

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

を次のとおり制定する。 

 

平成３０年１１月２６日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例 

（川崎市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正） 

第１条 川崎市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成２８年川崎市条例第

７４号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２号中「第１０４条第４項第２号」を「第１０４条第７項第２号」

に改める。 

 （川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一部改正） 

第２条 川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例（平成４年川崎市条

例第５１号）の一部を次のように改正する。 

  第４１条の７第６号中「短期大学」の次に「（同法に基づく専門職大学の

前期課程を含む。）」を、「卒業した後」の次に「（同法に基づく専門職大

学の前期課程にあっては、修了した後）」を加え、同条第７号中「短期大学」

の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）」を、「卒業した



 

後」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」

を加える。 

 （川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部改正） 

第３条 川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例（平成２４年川

崎市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前

期課程を含む。）」を、「卒業した後」の次に「（同法による専門職大学の

前期課程にあっては、修了した後）」を加え、同項第５号中「卒業した後」

の次に「（学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」

を、「第３号に規定する学校を卒業した者」の次に「（同法による専門職大

学の前期課程にあっては、修了した者）」を加える。 

 （川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条

例の一部改正） 

第４条 川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関す

る条例（平成２４年川崎市条例第９５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程

を含む。）」を、「卒業した後」の次に「（同法による専門職大学の前期課

程にあっては、修了した後）」を加える。 

第４条第２号中「卒業した後」の次に「（学校教育法による専門職大学の

前期課程にあっては、修了した後）」を、「第３号に規定する学校を卒業し

た者」の次に「（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）」

を加える。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 



 

後」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」

を加える。 

 （川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部改正） 

第３条 川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例（平成２４年川

崎市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前

期課程を含む。）」を、「卒業した後」の次に「（同法による専門職大学の

前期課程にあっては、修了した後）」を加え、同項第５号中「卒業した後」

の次に「（学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」

を、「第３号に規定する学校を卒業した者」の次に「（同法による専門職大

学の前期課程にあっては、修了した者）」を加える。 

 （川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条

例の一部改正） 

第４条 川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関す

る条例（平成２４年川崎市条例第９５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程

を含む。）」を、「卒業した後」の次に「（同法による専門職大学の前期課

程にあっては、修了した後）」を加える。 

第４条第２号中「卒業した後」の次に「（学校教育法による専門職大学の

前期課程にあっては、修了した後）」を、「第３号に規定する学校を卒業し

た者」の次に「（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）」

を加える。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の川崎市職員の自己啓発等休業に関する条例第

４条第２号に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律（平成２

９年法律第４１号）による改正前の学校教育法（昭和２６年法律第２６号。

以下「旧学校教育法」という。）第１０４条第４項第２号の規定により旧学

校教育法第８３条に規定する大学（当該大学に置かれる旧学校教育法第９１

条に規定する専攻科及び旧学校教育法第９７条に規定する大学院を含む。）

の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとす

る。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備を行うため、

この条例を制定するものである。 


